
※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。
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津市消防団公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２４年２月２３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第５号 

   津市消防団公印規則の一部を改正する規則 

 津市消防団公印規則（平成１８年津市規則第２２６号）の一部を次のように

改正する。 

 別表中 

「 

                                 」 

「 

                                 」 

改める。 

附 則 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

津市消防団長印 れい書 方 30 表彰状等 １

津市消防団長印 れい書 方 30 辞令等 １

津市消防団長印 れい書 方 30 表彰 １
津  市

消 防 団

長 之 印

津  市

消 防 団

長 之 印

津

市

消

防

団

長

之

印

を

に



 津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

  平成２４年２月２９日

                      津市長 前 葉 泰 幸  

津市規則第６号

   津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則

 津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第７４

号）の一部を次のように改正する。

 第５条第１項中「第１号様式」を「第１号様式その１又はその２」に改める。

 第１号様式を同様式その１とし、同様式の次に次の様式を加える。



16.5.14

第１号様式（第５条関係）

福祉医療費受給資格証交付申請書 届出年月日 年 月 日

区　分
1 2 3 4 5 6

取得年月日 年

受給資格証番号
親子

有 効 期 間 年 月 日
区分

月 日障害 一人親等 乳幼児 妊産婦 精神 ６５障害

※
太
線
の
枠
内
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

対
象
者

氏
名

（フリガナ）
性
別

男
・
女

6

扶養義務者
氏名

対象者から
みた続柄

住
所

申 請 事 由
1 2 3

生
年
月
日

大 ・ 昭 ・ 平

保　護　者

氏名
対象者から
みた続柄

津市使用欄

住所 電話

74 5

津市使用欄

年

電話

保険加入日 所得制限可 出生

月 日

住所 電話

その他転入 生保廃止 申請月の初日

加

入

医

療

保

被保険者証
記 号 ･ 番 号

記号 番号

被保険者
組合員
世帯主

氏
名

津市使用欄

住
所

対象者から
みた続柄

津市使用欄

1 2 3 4
（認定）年月日 平成 本人 家族 退本人 退扶養
対象者の資格取得 昭和

年 月 日
資格区分

発行機関
（保険者）

所
在
地

名 国民健康保険 健康保険組合　　　　　広域連合

険
（保険者） 名

称
国民健康保険 健康保険組合　　　　　広域連合

全国健康保険協会 共済組合                    支部

3 4 5 6 7
国保 協会 組合 日雇 船員
1 2

農協 出張所

預金種別
普通・総合 口座番号

（左づめ）当座

共済 後期
銀行 店 (フリガナ)

信用金庫 支店
口座名義人

種
別

保険者番号
（左づめ）

場
合
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

　　福祉医療費の受領を上記口座名義人に委任します。

平成　　　　年　　　　月　　　　日

住所

氏名

上記のとおり申請します。

金融機関コード

-

振
込
口
座

医療費助成に関する所得状況等の必要事項を調査をすることを承諾します。

住所平成　　年　　月　　日
申請者
（保護者等）（あて先）津市長 氏名

※
口
座
名
義
人
が
申
請
者
と
異
な
る

委　任　状

※津市使用欄
障害等級 県市

区分
課税状況 入力確認 入力

前年度
非

1 2 3 4

証交付 所得判定 受付
1 2 3 4 Ａ Ｂ 現年度

窓口 可有期認定（至） 市 県 非 課 不 上 課 不 上

郵送 不可2 1 2 3 4 1

印

印

添付書類　　有　・　無



第１号様式その２（第５条関係） (改正後)
福祉医療費受給資格証交付申請書

区　分 受給資格証番号 　　　申請書番号

届出年月日 年　月　日 取得年月日 年　月　日 有効期間 年　月　日

※
太
線
の
枠
内
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者

氏
名

（フリガナ）
性
別

男
・
女

住
所

扶　養
義務者

氏名
対象者か
らみた続

生
年
月
日

津市使用欄

年 月 日

電話

申 請 事 由
1 2 3 4 5 6 7

保護者
氏名

対象者か
らみた続

津市使用欄

住所 電話

津市使用欄

住所 電話

世帯員氏名 続柄 津市使用欄 世帯員氏名 続柄 津市使用欄

加

被 保 険 者 証
記 号 ･ 番

記号 番号

被保険者 氏
名

対象者か
らみた続

津市使用欄

入

医

療

保

険

被保険者
組合員
世帯主

名 らみた続
津市使用欄

住
所

対象者の資格取得

年 月 日
資格区分

1 2 3 4
（認定）年月日 本人 家族 退本人 退扶養

発行機関
（保険
者）

所
在
地

名
称

国民健康保険 健康保険組合　　　　　広域連合

全国健康保険協会 共済組合                    支部

保険者番号
（左づめ）

種
別

1 2 3 4 5 6 7
国保 協会 組合 日雇 船員 共済 後期

振
込
口
座

銀行 店 (フリガナ)

信用金庫 支店
口座名義人

農協 出張所

預金種別
普通・総合 口座番号

（左づめ）当座

金融機関コード

-

　口座名義人が申請者と異なる場合に記入してください。
　福祉医療費の受領を上記口座名義人に委任します。

住所

氏名

上記のとおり申請します。医療費助成に関する所得状況等の必要事項を調査をすることを承諾します。

住所　　　　年　　月　　日
申請者
（保護者等）（宛先）津市長 氏名 印

印



   附 則

 この規則は、平成２４年３月１日から施行する。



津市告示第２８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により都市計画を変更したので、同法第２１条第２

項において準用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告示し、同条

第２項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供する。 

  平成２４年２月１７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市計画の種類及び名称 

津都市計画地区計画 

  一身田上津部田地区地区計画 

２ 都市計画を定める土地の地区 

  都市計画の図書において表示する。 

３ 縦覧場所 

  津市都市計画部都市計画課 



津市告示第２９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年２月１７日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名  0111 西鷹跡庄田線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市庄田町字馬廻り 2307 番地先から 

津市庄田町字馬廻り 2307 番 1 地先まで
旧 6.0～6.4 19.2 

津市庄田町字馬廻り 2307 番地先から 

津市庄田町字馬廻り 2307 番 1 地先まで
新 6.2～8.0 19.2 

２ 路線名  1917 庄田南８号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市庄田町字馬廻り 2202 番 18 地先 

から 

津市庄田町字馬廻り 2202 番 18 地先 

まで 

旧 10.2 19.0 

津市庄田町字馬廻り 2202 番 18 地先 

から 

津市庄田町字馬廻り 2202 番 18 地先 

まで 

新 10.2～11.4 19.0 



３ 路線名  10 城ノ前神田線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市白山町川口字立花 7461 番 2 地先

から 

津市白山町川口字立花 7461 番 2 地先

まで 

旧 7.9～19.5 59.7 

津市白山町川口字立花 7461 番 2 地先

から 

津市白山町川口字立花 7461 番 2 地先

まで 

新 10.2～29.4 59.7 

４ 路線名  107 広瀬線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市白山町川口字宮ノ下 7355 番地先

から 

津市白山町川口字宮ノ下 7355 番地先

まで 

旧 4.7～15.8 31.8 

津市白山町川口字宮ノ下 7355 番地先

から 

津市白山町川口字宮ノ下 7355 番地先

まで 

新 4.2～5.0 31.8 



津市告示第３０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年２月１７日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 
供用開始 

年月日 

１０７ 広瀬線 

津市白山町川口字宮ノ下

7355 番地先から 平成２４年 

津市白山町川口字宮ノ下

7355 番地先まで 

２月１７日 



津市告示第３１号 

 平成２４年第１回津市議会定例会を次のとおり招集する。 

  平成２４年２月２０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 招集の日 

  平成２４年３月１日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 



津市告示第３２号

地方自治法（昭和２２年法律弟６７号）第２６０条の２第１項の規定に

より、地縁による団体を次のとおり認可したので、同条第１０項の規定に

より次のとおり告示する。

平成２４年２月２０日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 名称

新家町自治会

２ 規約に定める目的

  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良

好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡

 美化・清掃等区域内の環境の整備

 所有する土地、施設等の維持管理

 地域の防犯及び防災活動

 会員相互の親睦・福利厚生

 関係機関相互の連携・協調

 その他目的達成に必要な活動

３ 区域

  本会の区域は、津市新家町８２４番地から１６９８番地の２、牧町３

７４番地の１の区域とする。

４ 事務所

  三重県津市新家町１６８０番地１

５ 代表者の氏名及び住所

  奥田 和男

  三重県津市新家町１６８０番地１

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選

任の有無

  なし

７ 代理人の有無

  なし



８ 規約に定める解散の事由

  本会は、地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号及び第

５号の規定により解散する。

総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の３分の２以上の承諾

を得なければならない。

９ 認可年月日

  平成２４年２月２０日





津市告示第３３号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項及び第１３条第２項

の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２

項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２４年２月２０日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ２月 １日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ２月 １日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２４年 ２月 ６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ２月 ７日 

河芸町浜田地内 １ 平成２４年 ２月 ７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ２月 ８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ２月１０日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ２月１０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ５ 平成２４年 ２月１３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ２月１３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ２月１４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ２月１５日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第３４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、平

成２４年２月１３日に市議会の議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

  平成２４年２月２１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

平成２４年２月１３日に議決を経た予算 

  平成２３年度津市一般会計補正予算（第７号） 



平成２３年度津市一般会計補正予算（第７号） 

 平成２３年度津市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによ

る。 

（債務負担行為の補正） 

第１条 債務負担行為の追加は、「第１表債務負担行為補正」による。 

                      津市長 前 葉 泰 幸   



追　加

第１表　債務負担行為補正

子ども医療費給付経費 平成２４年度

（単位：千円）

期　　　　間事　　　　　　　　　　　　項 限　度　額

238,357



津市告示第３５号 

漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第６条第５項の規定に基づき、

第１種香良洲漁港の区域を次のように改める。 

平成２４年２月２２日 

津市長 前 葉 泰 幸 

区       域 

水     域 陸     域 

次の点アから点エまでを順次結んだ線

及び陸岸により囲まれた海面 

点ア 北緯 34 度 39 分 46 秒 0864 

      東経 136 度 32 分 55 秒 0497 

点イ 北緯 34 度 39 分 46 秒 0154 

      東経 136 度 33 分 10 秒 7606 

点ウ 北緯 34 度 39 分 33 秒 0341 

      東経 136 度 33 分 10 秒 6744 

点エ 北緯 34 度 39 分 33 秒 1177 

      東経 136 度 32 分 52 秒 1533 

水域の欄に規定する点ウと点エを結ん

だ線、同欄に規定する点エと次の点オ

を結んだ線、点オから点シまでを順次

結んだ線、点シと同欄に規定する点ア

を結んだ線、同欄に規定する点アと点

イを結んだ線及び水際線によって囲ま

れた地域 

点オ 北緯 34 度 39 分 33 秒 1705 

      東経 136 度 32 分 40 秒 3707 

点カ 北緯 34 度 39 分 43 秒 0824 

      東経 136 度 32 分 40 秒 4355 

点キ 北緯 34 度 39 分 43 秒 3666 

      東経 136 度 32 分 40 秒 9982 

点ク 北緯 34 度 39 分 45 秒 0595 

      東経 136 度 32 分 45 秒 0746 

点ケ 北緯 34 度 39 分 45 秒 4693 

      東経 136 度 32 分 47 秒 1106 

点コ 北緯 34 度 39 分 46 秒 1057 

      東経 136 度 32 分 52 秒 5485 

点サ 北緯 34 度 39 分 46 秒 1690 

      東経 136 度 32 分 53 秒 6581 

点シ  北緯 34 度 39 分 46 秒 1780 

   東経 136 度 32 分 54 秒 6357 



津市告示第３６号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができる。 

また、この異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して３

０日以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができる。 

なお、次のいずれかに該当するときは、当該異議申立てについての決定を経

ないで、審査請求をすることができる。 

(1) 異議申立てをした日の翌日から起算して３箇月を経過しても決定がない

とき。 

(2) その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

平成２４年２月２３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２４年２月２３日 



津市告示第３７号 

 下記の者の充当通知書は、住所居所不明のため、送達することができないの

で、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年２月２３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○ ○○ ○ 充当通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第３８号

 津市公共下水道条例（平成１８年津市条例第２０１号）第６条第１項の規定

により、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定

により告示する。

  平成２４年２月２７日

 津市長 前 葉 泰 幸

指定した工事店

工 事 店 名 所 在 地 指  定  期  間

ＵＥＴＡＫＡ
鈴鹿市野町三丁目

１３番３号

平成２４年 ３月 １日から

平成２７年 ３月３１日まで



津市告示第３９号

 津市公共下水道条例（平成１８年津市条例第２０１号）第１５条第１項の規

定により、指定工事店を次のとおり指定を取り消したので、同条例第１７条第

１項第２号の規定により告示する。

  平成２４年２月２７日

 津市長 前 葉 泰 幸

指定を取り消した工事店

工 事 店 名 所 在 地 取消し年月日

株式会社アル

フレッシュ

津市修成町１８番

２８号
平成２４年２月２３日



津市告示第４０号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定によ

り、地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。

  平成２４年２月２８日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 名称

  西里の上中自治会

２ 規約に定める目的

  本会は以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な

地域社会の維持及び形成に資する事を目的とする。

 地域内住民相互の連絡に関すること

 集会施設等の維持管理に関すること

 美化・環境の改善に関すること

 住民相互の親睦旅行に関すること

 各種団体の育成、指導に関すること

 その他、本会の目的を達成するために必要なこと

３ 区域

 本会の区域は、津市高茶屋６丁目の内、次の番地で囲まれた区域内とす

る。６丁目３１１３番地、６丁目１番５５号、６丁目９番８号、６丁目１

０番１７号

４ 事務所

  三重県津市高茶屋６丁目４番３３号に置く。

５ 代表者の氏名及び住所

  服 部 勲

  三重県津市高茶屋６丁目１０番１７号

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任

の有無

  なし

７ 代理人の有無

  なし



８ 規約に定める解散の理由

  本会は、地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号及び第５

号の規定により解散する。

  総会の議決に基づいて解散する場合は、総役員の４分の３以上の承諾を

得なければならない。

９ 認可年月日

  平成２４年２月２８日



津市告示第４１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年安濃町告示第６号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成２４年２月２９日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  粟加区自治会 

  三重県津市安濃町粟加５１８番地 

   代表者 海 野  薫 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
吉 川  攻 

三重県津市安濃町粟加４５５番地 

変更後 
海 野  薫 

三重県津市安濃町粟加３１４番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２４年２月１２日の定期総会において選

任され、平成２４年３月１日から就任することになったため。 



津市公告第２４号

 津市農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１

２条第１項の規定により、次のとおり公告します。

  平成２４年２月１６日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 変更の内容

  農地から農業用施設用地への変更

２ 変更場所

土 地 の 所 在
面 積

用 途 区 分

大 字 字 地 番 変更前 変更後

垂水 法ヶ広 3283 
912 ㎡

うち 100 ㎡
農地

農業用施設

用地



津市公告第２５号

 津市公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成１８年津市条例

第２０２号）第３条第２項の規定により、負担区の名称、区域及び地

積を次のとおり公告します。

  平成２４年２月１７日

津市長 前 葉 泰 幸

負担区の名称 区域 地積

津第１処理分区

第１負担区

雲出伊倉津町の一部、雲

出長常町の一部
7,400平方メートル

津第２処理分区

第２負担区

雲出本郷町の一部
6,800平方メートル

津第３－３処理分区

第１負担区

高茶屋小森町の一部
5,900平方メートル

津第４処理分区

第１負担区

藤方の一部、城山一丁目

の一部、城山三丁目の一

部、高茶屋二丁目の一部

、久居小野辺町の一部

65,800平方メートル

津第５処理分区

第３負担区

神納の一部
27,500平方メートル

津第５処理分区

第４負担区

半田の一部、藤方の一部
4,300平方メートル

中央第１負担区 久居明神町の一部、戸木

町の一部
72,600平方メートル

北部負担区 久居野村町の一部 1,800平方メートル

小野辺分担区 久居小野辺町の一部 1,100平方メートル

一志町第４－１

処理分区負担区

一志町みのりヶ丘の一部
114,000平方メートル



津市公告第２６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年２月１７日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年２月１５日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市高茶屋一丁目４８７番地ほか１筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市上浜町六丁目７８番地１ 

  株式会社 みどり企画 

代表取締役 由良富男 



津市公告第２７号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の５第１項の規定により、津

市森林整備計画を立てたいので、同法第１０条の５第５項において準用する同

法第６条第１項の規定により次のとおり公告し、当該津市森林整備計画の案を

縦覧に供します。 

 なお、津市森林整備計画変更計画の案に意見のある者は、縦覧期間が完了す

るまでに、津市長に対し、理由を付した文章をもって、意見書を提出すること

ができます。 

  平成２４年２月２０日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 縦覧場所 

  津市農林水産部林業振興室 

２ 縦覧期間 

  自 平成２４年２月２０日 

  至 平成２４年３月２１日 



津市公告第２８号 

 都市公園法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準

用する同法第６２条第１項の規定により、三重県知事より津都市計画公園事業

５・５・３中勢グリーンパークの事業認可にかかる図書の写しの送付があった

ので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項の規定

により、次の場所において縦覧に供します。 

  平成２４年２月２１日 

津市長 前 葉 泰 幸    

縦覧場所 

 津市西丸之内２３番１号 

 津市建設部建設維持課 



津市公告第２９号 

 三重県知事による津都市計画公園事業の事業認可の公告があったので、都市

計画法（昭和４３年法律第１００号）第６６条の規定に基づき次のとおり公告

します。 

  平成２４年２月２１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 施行者の名称 

  津 市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  津都市公園事業 

  ５・５・３中勢グリーンパーク 

３ 事務所の所在地 

  津市西丸之内２３番１号 

４ 事業施行期間 

  平成９年９月１９日から平成２９年３月３１日まで 

５ 事業地 

  （１）収用の部分 

     変更なし 

  （２）使用の部分 

     なし 



津市公告第３０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年２月２２日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年２月２２日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市長岡町字中切１０４３番２、１０４３番３、１０４５番３の一部 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  大阪府柏原市大正三丁目４番２号 

  大洋開発株式会社 

代表取締役 井上 喜七 



津市公告第３１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年２月２８日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年２月２３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居井戸山町字奥ノ谷７５１番３ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市久居新町１１５２番地１ 

  特定非営利活動法人あゆみ 

理事長 水谷 多真子 



 津市水道局指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程をここに公布 

する。                               

  平成２４年２月２８日                       

                津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎   

津市水道事業管理規程第１号                      

   津市水道局指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程     

 津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程 

第１４号）の一部を次のように改正する。                 

 第４条第３項第２号及び第７条第２項第１号中「又は外国人登録証明書の写 

し」を削る。 

   附 則                              

１ この規程は、平成２４年７月９日から施行する。 

２ 改正後の津市水道局指定給水装置工事事業者規程の規定は、この規程の施 

行の日以後の申請及び届出について適用し、同日前の申請及び届出について 

は、なお従前の例による。 



津市水道局告示第３号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２４年２月２９日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

ジーテック有限会社 津市押加部町 9 番 29 号 平成２４年２月２３日 



津市水道局公告第２号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２４年２月２０日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

工 事 名
平成２３年度　簡水第２３号

下之川簡易水道配水管布設工事（その２）

工事場所 津市 美杉町八手俣 地内 

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２４年２月２０日 工 事 担 当 課 工務課

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居・一志

工 期 契約締結の日から 平成２４年９月２１日 まで

発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝1045.9ｍ

配水管布設工　ＰＰφ40mm　Ｌ＝381.7ｍ

配水管布設工　ＰＰφ30mm　Ｌ＝227.6ｍ

仕切弁設置工　φ40mm　Ｎ＝1箇所

【地区】美杉 【格付】Ｂ・Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居・一志 【地区】一志 【格付】Ｂ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２４年３月１２日 まで

販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者

元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２４年３月１２日 まで

閲覧場所 水道総務課

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格付要件 あり

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２４年３月１２日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２４年２月２９日

回 答 日 平成２４年３月７日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開札日時
及び場所

平成２４年３月１５日 午前１０時００分　

津市水道局２階　入札室

予定価格 20,699,000

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　

0

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注工事とは、水道局又は調達契約課発注工事で担当課執行分を除く。

・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル

 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 平成２４年２月２０日 工 事 担 当 課 工務課

工 事 名
平成２３年度　簡水第２４号

下之川簡易水道浄水場等新築工事

工事場所 津市 美杉町下之川 地内 

　延床面積125.30ｍ2

配水池　１式

　延床面積103.54ｍ2

工 期 契約締結の日から 平成２４年１１月３０日 まで

発注業種 建築一式

工事概要

浄水棟　１式

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定

所在地要件 市内本店

格付要件 Ａ

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の監理技術者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（監理技術者と兼務可）

その他要件 　

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２４年３月１２日 まで

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２４年３月１２日 まで

販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２４年２月２９日

回 答 日 平成２４年３月７日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２４年３月１２日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業（株）津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２４年３月１５日 午前１０時１５分　

津市水道局　２階　入札室

予定価格 81,239,000
最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。



津市水道局公告第３号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２４年２月２７日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開札日時
及び場所

平成２４年３月２２日 午前１０時００分　

津市水道局　２階　入札室

予定価格 27,594,000

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２４年３月１９日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業（株）津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２４年３月７日

回 答 日 平成２４年３月１４日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２４年３月１９日 まで

販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

その他要件 　

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２４年３月１９日 まで

閲覧場所

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格付要件

同種工事
実績要件

技術者要件

主任(監理)技術者 ２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

Ａ

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期 契約締結の日から 平成２４年８月２０日 まで

発注業種 ほ装

工事概要

舗装　Ａ＝5890ｍ2

区画線工　L＝194.0ｍ

【地区】 【格付】

工 事 名
平成２３年度　簡水第２２号

八幡簡易水道舗装復旧工事

工事場所 津市 美杉町川上 地内 

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 平成２４年２月２７日 工 事 担 当 課 工務課



津市教育委員会告示第１号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２４年２月２０日

  津市教育委員会

                        委員長 中 野 吉 長

１ 招集の日時 平成２４年２月２１日（火）午後２時から

２ 招集の場所 教育長室

３ 会議の事件 教育委員長の選任について



津市教育委員会告示第２号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２４年２月２０日

  津市教育委員会

                        委員長 中 野 吉 長

１ 招集の日時 平成２４年２月２１日（火）午後４時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 

（１）津市図書館協議会条例の一部の改正について

（２）平成２３年度津市一般会計補正予算（第８号）＜教委所管分＞について

（３）平成２４年度津市一般会計予算＜教委所管分＞について

（４）平成２４年度教育方針について



津市選挙管理委員会告示第３号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規定により選挙

人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面の縦覧に関し、

次のとおり定めたので同法第２３条第２項の規定により告示する。

  平成２４年２月２４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 縦覧の場所   津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第４号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の６第１項の規定により

在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官の名称、最終住所及び生年月

日を記載した書面の縦覧に関し、次のとおり定めたので同法第３０条の７第２

項の規定により告示する。

  平成２４年２月２４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

縦覧の場所   津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第５号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により、次の者を

選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。

  平成２４年２月２４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 抹消者数

            男        女        計

            ３ 人      １ 人      ４ 人

２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管

３ 抹消した年月日    平成２４年２月２４日


